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(57)【要約】
【課題】遮光膜の開口の輪郭を充分に視認されにくくす
る。
【解決手段】積層膜１３が透明導電膜７および対向基板
８に接するように、透明導電膜７と対向基板８との間に
積層膜１３が設けられている。積層膜１３は、低屈折率
層１３ａと高屈折率層１３ｂと低屈折率層１３ｃと高屈
折率層１３ｄとを含む。透明導電膜７から対向基板８に
向かう方向において、低屈折率層１３ａ、高屈折率層１
３ｂ、低屈折率層１３ｃおよび高屈折率層１３ｄの順で
存在するように、当該低屈折率層１３ａ、当該高屈折率
層１３ｂ、当該低屈折率層１３ｃおよび当該高屈折率層
１３ｄは設けられる。低屈折率層１３ａおよび低屈折率
層１３ｃの各々は材料Ｍａからなる。材料Ｍａの光の屈
折率は１．４から１．６の範囲内である。高屈折率層１
３ｂおよび高屈折率層１３ｄの各々は材料Ｍｂからなる
。材料Ｍｂの光の屈折率は１．９から２．１の範囲内で
ある。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　視認側の面である表示面を有する、横電界駆動方式の液晶パネルと、
　前記液晶パネルの前記表示面を覆う透明保護部材とを備え、
　前記液晶パネルは、
　　アレイ基板と、
　　前記アレイ基板と対向する、視認側の基板である対向基板とを含み、
　前記対向基板と前記アレイ基板とにより液晶層が挟持されており、
　前記対向基板は、視認側の面である外側表面を有し、
　前記液晶パネルは、さらに、
　　前記対向基板の前記外側表面上に設けられている積層膜と、
　　前記積層膜上に設けられている透明導電膜とを含み、
　前記透明導電膜は、前記液晶パネルの前記表示面側に存在し、
　前記液晶パネルにおいて、映像が表示される表示領域は、当該液晶パネルの前記表示面
側に存在し、
　前記透明保護部材のうち前記表示面を覆う面の周縁部には、開口を有する遮光膜が設け
られており、
　前記透明保護部材は、透明粘着材を介して、前記液晶パネルの前記表示面に貼り付けら
れており、
　平面視において、前記透明導電膜は前記表示領域を覆い、
　平面視において、前記透明導電膜は、前記透明保護部材に設けられている前記遮光膜の
前記開口の輪郭と重なり、
　前記開口は、外光が当該開口を介して前記表示領域まで到達可能なように、構成されて
おり、
　前記透明導電膜の下層としての前記積層膜は、
　　光の屈折率が１．４から１．６の範囲内である第１材料からなる第１低屈折率層と、
　　光の屈折率が１．９から２．１の範囲内である第２材料からなる第１高屈折率層と、
　　前記第１材料からなる第２低屈折率層と、
　　前記第２材料からなる第２高屈折率層とを含み、
　前記透明導電膜から前記対向基板に向かう方向において、前記第１低屈折率層、前記第
１高屈折率層、前記第２低屈折率層および前記第２高屈折率層の順で存在するように、当
該第１低屈折率層、当該第１高屈折率層、当該第２低屈折率層および当該第２高屈折率層
は設けられる、
　液晶表示装置。
【請求項２】
　前記第１低屈折率層および前記第２低屈折率層の各々は、二酸化ケイ素からなる膜であ
り、
　前記第１高屈折率層および前記第２高屈折率層の各々は、別の透明導電膜である、
　請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　前記透明導電膜のシート抵抗は１００Ω／□から３００Ω／□の範囲内である、
　請求項１または２に記載の液晶表示装置。
【請求項４】
　前記透明導電膜の膜厚は１０ｎｍから３０ｎｍの範囲内である、
　請求項１から３のいずれか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項５】
　前記第１低屈折率層の膜厚は３０ｎｍから６５ｎｍの範囲内であり、
　前記第１高屈折率層の膜厚は２５ｎｍから８０ｎｍの範囲内であり、
　前記第２低屈折率層の膜厚は１５ｎｍから６０ｎｍの範囲内であり、
　前記第２高屈折率層の膜厚は１０ｎｍから３０ｎｍの範囲内である、
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　請求項１から４のいずれか１項に記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、開口を有する遮光膜が設けられた透明保護部材が、透明粘着材を介して、横
電界駆動方式の液晶パネルの前面に貼り付けられた構成を有する液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　横電界駆動方式の液晶パネルでは、基板の主面と平行な方向に電圧が印加される。当該
横電界駆動方式の液晶パネルを備える、横電界駆動方式の液晶表示装置は、アレイ基板お
よび対向基板を有する。アレイ基板は、ＴＦＴ基板とも呼ばれる。
【０００３】
　アレイ基板には、ＴＦＴ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）などの駆動素
子および電極が設けられている。対向基板には、カラーフィルタなどが設けられている。
対向基板は、カラーフィルター（ＣＦ）基板とも呼ばれる。なお、対向基板には、電極が
設けられていない。そのため、対向基板側からの外部電界（静電気）の侵入、対向基板の
表面のチャージアップなどにより、液晶パネルの表示に不具合が発生するという問題があ
る。
【０００４】
　そこで、従来の横電界駆動方式の液晶表示装置は、静電気放電（ＥＳＤ：Ｅｌｅｃｔｒ
ｏ－Ｓｔａｔｉｃ　Ｄｉｓｃｈａｒｇｅ）の対策のために、対向基板側からの外部電界の
侵入を抑制する構成を有する。当該構成では、対向基板の表示面側に存在するガラスの表
面にＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）膜が形成されている。対向基板の表示
面側とは、対向基板のうち、アレイ基板側の反対側である。ＩＴＯ膜は、機能的には、「
透明導電膜」と呼ばれる。なお、ＩＴＯ膜は、対向基板のうち、カラーフィルタが配置さ
れる面と反対側の裏面側に設けられる。そのため、ＩＴＯ膜は、「裏面ＩＴＯ」とも呼ば
れる。
【０００５】
　なお、裏面ＩＴＯの上面には、偏光板が設けられる。また、裏面ＩＴＯの下には、対向
基板であるガラスが存在する。この構成では、偏光板の屈折率、裏面ＩＴＯの屈折率、お
よび、対向基板であるガラスの屈折率の差異により、界面反射が生じる。そのため、液晶
パネルの反射率が高くなるという問題がある。
【０００６】
　当該問題の主な要因としては、偏光板と裏面ＩＴＯとの界面での反射、裏面ＩＴＯと対
向基板であるガラスとの界面での反射等が考えられる。これらの反射要素によって、裏面
ＩＴＯを備える液晶表示装置の反射率は、裏面ＩＴＯを備えない液晶表示装置の反射率の
約２倍の反射率である。
【０００７】
　また、近年、例えば、屋外設置用の液晶表示装置では、外部からの衝撃などから液晶パ
ネルを保護する必要がある。そのため、当該液晶表示装置の前面（表示面）側には、透明
な保護板が設けられる。当該保護板は、樹脂、ガラスなどから構成される。なお、当該保
護板は、「透明保護部材」または「カバーガラス」とも呼ばれる。
【０００８】
　なお、保護板と液晶パネルとの間に空気層が存在する状況では、以下の現象が生じる。
当該現象は、液晶表示装置の前面側から入射した外光が、保護板の表面および裏面と、液
晶パネルの前面とで反射するという現象である。当該現象の発生により、液晶パネルの表
示の視認性が低下するという問題が生じる。
【０００９】
　そこで、屋外用の液晶表示装置には、以下の構成が採用されている。当該構成は、例え
ば、保護板と液晶パネルとの間に透明な樹脂が充填される構成である。また、当該構成は
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、例えば、保護板と液晶パネルとを透明粘着材により貼り合わせる構成である。透明粘着
材は、例えば、樹脂製の光透過性粘着シートである。
【００１０】
　なお、保護板の周縁部には、黒色のインクを使用した印刷により、パターン（以下、「
黒パターン」または「黒枠印刷」ともいう）が形成される。黒パターンは、遮光膜である
。黒パターンは、開口を有する。当該黒パターンの形状は、閉ループ状（枠状）である。
黒パターンは、様々な仕様を有する保護板に応じて形成される。
【００１１】
　黒パターンは、例えば、表示装置の前面における外光の反射を低減し、視認性の悪化を
防止するために形成される。また、黒パターンは、例えば、表示装置のケース、筺体、表
示パネル等の意匠性を高めるために形成される。
【００１２】
　なお、平面視において、黒パターンの開口内には、液晶パネルの表示領域が存在する。
以下においては、黒パターン（遮光膜）の開口の輪郭を、「開口輪郭」ともいう。また、
以下においては、液晶表示装置の平面視において、黒パターンが存在する領域を、「黒パ
ターン領域」ともいう。
【００１３】
　黒パターンが設けられた保護板を備えた液晶表示装置では、前述の空気層の存在に伴う
反射の問題に加え、以下の問題がある。当該問題は、黒パターンの開口輪郭（境界）が視
認された場合、意匠性が低下するという問題である。黒パターンの開口輪郭が視認される
ことは、例えば、黒パターン領域の反射率と液晶パネルの反射率との差異等により、黒の
濃度が異なって視認されることにより、実現する。なお、液晶パネルの反射率とは、例え
ば、当該液晶パネルの表示領域の反射率、または、当該液晶パネルの表示領域の周辺部の
反射率である。
【００１４】
　これらの問題を解決するために、本願共同出願人の一方は、特許文献１を出願している
。特許文献１では、各構成との組み合わせに応じて、裏面ＩＴＯの膜厚を適性化する構成
（以下、「関連構成Ａ」ともいう）が開示されている。
【００１５】
　関連構成Ａでは、透明導電膜である裏面ＩＴＯの膜厚を比較的薄くする構成、または、
裏面ＩＴＯの膜厚を比較的厚くする構成が開示されている。具体的には、裏面ＩＴＯの膜
厚を、２５ｎｍから４０ｎｍの範囲内、または、１２０ｎｍから１６０ｎｍの範囲内にす
る。これにより、液晶パネルの反射率を、ある程度低くすることができる。
【００１６】
　液晶パネルの反射率が、ある程度低くなることに伴い、遮光膜である黒パターンの開口
における、液晶パネルの反射が抑えられる。これにより、黒パターンの黒の濃度と、液晶
パネルが示す黒の濃度との差は、ある程度小さくなる。そのため、遮光膜である黒パター
ンの開口輪郭が視認されてしまうことを、ある程度抑制できる。
【００１７】
　また、本願共同出願人の他方は、裏面ＩＴＯを設けた液晶表示装置における別の課題に
対処した特許文献２を出願している。当該別の課題は、対向基板の表面に傷が発生すると
いう課題である。特許文献２では、対向基板の表面に発生した傷が視認されにくくした構
成（以下、「関連構成Ｂ」ともいう）が開示されている。関連構成Ｂでは、裏面ＩＴＯ（
透明導電膜）の下層に、屈折率の関係が最適化された２層の膜が設けられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１８】
【特許文献１】特開２０１８－０８１１５８号公報
【特許文献２】特開２０１３－１１４０８６号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１９】
　なお、横電界駆動方式の液晶パネルを備える液晶表示装置が使用される環境によっては
、遮光膜の開口の輪郭を充分に視認されにくくすることが要求される。関連構成Ａ，Ｂで
は、この要求を満たすことはできない。
【００２０】
　本発明は、このような問題を解決するためになされたものであり、遮光膜の開口の輪郭
を充分に視認されにくくすることが可能な液晶表示装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　上記目的を達成するために、本発明の一態様に係る液晶表示装置は、視認側の面である
表示面を有する、横電界駆動方式の液晶パネルと、前記液晶パネルの前記表示面を覆う透
明保護部材とを備え、前記液晶パネルは、アレイ基板と、前記アレイ基板と対向する、視
認側の基板である対向基板とを含み、前記対向基板と前記アレイ基板とにより液晶層が挟
持されており、前記対向基板は、視認側の面である外側表面を有し、前記液晶パネルは、
さらに、前記対向基板の前記外側表面上に設けられている積層膜と、前記積層膜上に設け
られている透明導電膜とを含み、前記透明導電膜は、前記液晶パネルの前記表示面側に存
在し、前記液晶パネルにおいて、映像が表示される表示領域は、当該液晶パネルの前記表
示面側に存在し、前記透明保護部材のうち前記表示面を覆う面の周縁部には、開口を有す
る遮光膜が設けられており、前記透明保護部材は、透明粘着材を介して、前記液晶パネル
の前記表示面に貼り付けられており、平面視において、前記透明導電膜は前記表示領域を
覆い、平面視において、前記透明導電膜は、前記透明保護部材に設けられている前記遮光
膜の前記開口の輪郭と重なり、前記開口は、外光が当該開口を介して前記表示領域まで到
達可能なように、構成されており、前記透明導電膜の下層としての前記積層膜は、光の屈
折率が１．４から１．６の範囲内である第１材料からなる第１低屈折率層と、光の屈折率
が１．９から２．１の範囲内である第２材料からなる第１高屈折率層と、前記第１材料か
らなる第２低屈折率層と、前記第２材料からなる第２高屈折率層とを含み、前記透明導電
膜から前記対向基板に向かう方向において、前記第１低屈折率層、前記第１高屈折率層、
前記第２低屈折率層および前記第２高屈折率層の順で存在するように、当該第１低屈折率
層、当該第１高屈折率層、当該第２低屈折率層および当該第２高屈折率層は設けられる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、液晶表示装置は、表示面を有する、横電界駆動方式の液晶パネルと、
前記液晶パネルの前記表示面を覆う透明保護部材とを備える。前記液晶パネルは、前記対
向基板の外側表面上に設けられている積層膜と、前記積層膜上に設けられている透明導電
膜とを含む。すなわち、前記積層膜が前記透明導電膜および前記対向基板に接するように
、当該透明導電膜と当該対向基板との間に当該積層膜が設けられている。
【００２３】
　前記透明保護部材のうち前記表示面を覆う面の周縁部には、開口を有する遮光膜が設け
られている。前記開口は、外光が当該開口を介して前記表示領域まで到達可能なように、
構成されている。
【００２４】
　また、前記積層膜は、第１低屈折率層と、第１高屈折率層と、第２低屈折率層と、第２
高屈折率層とを含む。前記透明導電膜から前記対向基板に向かう方向において、前記第１
低屈折率層、前記第１高屈折率層、前記第２低屈折率層および前記第２高屈折率層の順で
存在するように、当該第１低屈折率層、当該第１高屈折率層、当該第２低屈折率層および
当該第２高屈折率層は設けられる。
【００２５】
　また、前記第１低屈折率層および前記第２低屈折率層の各々は、第１材料からなる。第
１材料の光の屈折率は、１．４から１．６の範囲内である。前記第１高屈折率層および前
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記第２高屈折率層の各々は、第２材料からなる。第２材料の光の屈折率は、１．９から２
．１の範囲内である。
【００２６】
　なお、本願の発明者らは、上記の構成を有する液晶表示装置が、遮光膜の開口の輪郭を
充分に視認されにくくすることができることを、実験により確認した。これにより、液晶
表示装置が有する上記の構成により、遮光膜の開口輪郭を充分に視認されにくくすること
ができるという特有の効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】実施の形態１に係る液晶表示装置の分解斜視図である。
【図２】図１のＡ１－Ａ２線に沿った、液晶表示装置の断面図である。
【図３】実施の形態１に係る遮光膜の構成を簡略化して示す平面図である。
【図４】実施の形態１に係る積層膜の構成を主に示す断面図である。
【図５】実施例における表を示す図である。
【図６】液晶表示装置の視認性の状態を概念的に示す図である。
【図７】検討例における表を示す図である。
【図８】実施例１の液晶表示装置における液晶パネルの透過率および反射率の波長依存性
を示すグラフである。
【図９】近似例の液晶表示装置における液晶パネルの透過率および反射率の波長依存性を
示すグラフである。
【図１０】近似例の液晶表示装置における液晶パネルの透過率および反射率の波長依存性
を示すグラフである。
【図１１】近似例の液晶表示装置における液晶パネルの透過率および反射率の波長依存性
を示すグラフである。
【図１２】近似例の液晶表示装置における液晶パネルの透過率および反射率の波長依存性
を示すグラフである。
【図１３】近似例の液晶表示装置における液晶パネルの透過率および反射率の波長依存性
を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、図面を参照しつつ、実施の形態について説明する。以下の図面では、同一の各構
成要素には同一の符号を付してある。同一の符号が付されている各構成要素の名称および
機能は同じである。したがって、同一の符号が付されている各構成要素の一部についての
詳細な説明を省略する場合がある。
【００２９】
　なお、実施の形態において例示される各構成要素の寸法、材質、形状、当該各構成要素
の相対配置などは、装置の構成、各種条件等により適宜変更されてもよい。また、各図に
おける各構成要素の寸法は、実際の寸法と異なる場合がある。
【００３０】
　＜実施の形態１＞
　（液晶表示装置の構成）
　図１は、実施の形態１に係る液晶表示装置１００の分解斜視図である。図１では、液晶
表示装置１００の構成の一例が概略的に示される。
【００３１】
　図１において、Ｘ方向、Ｙ方向およびＺ方向は、互いに直交する。以下の図に示される
Ｘ方向、Ｙ方向およびＺ方向も、互いに直交する。以下においては、Ｘ方向と、当該Ｘ方
向の反対の方向（－Ｘ方向）とを含む方向を「Ｘ軸方向」ともいう。また、以下において
は、Ｙ方向と、当該Ｙ方向の反対の方向（－Ｙ方向）とを含む方向を「Ｙ軸方向」ともい
う。また、以下においては、Ｚ方向と、当該Ｚ方向の反対の方向（－Ｚ方向）とを含む方
向を「Ｚ軸方向」ともいう。
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【００３２】
　また、以下においては、Ｘ軸方向およびＹ軸方向を含む平面を、「ＸＹ面」ともいう。
また、以下においては、Ｘ軸方向およびＺ軸方向を含む平面を、「ＸＺ面」ともいう。ま
た、以下においては、Ｙ軸方向およびＺ軸方向を含む平面を、「ＹＺ面」ともいう。
【００３３】
　図２は、図１のＡ１－Ａ２線に沿った、液晶表示装置１００の断面図である。図１およ
び図２を参照して、液晶表示装置１００は、透明保護部材２１、透明粘着材２、遮光膜３
、粘着材４、液晶パネル５、筺体１１およびバックライトユニット１２を備える。
【００３４】
　筺体１１は、液晶パネル５およびバックライトユニット１２を収容する。バックライト
ユニット１２は、液晶パネル５に向けて、光を射出する。
【００３５】
　液晶パネル５は、横電界駆動方式の液晶パネルである。液晶パネル５は、バックライト
ユニット１２から射出される光を使用して、映像を表示する。液晶パネル５は、アレイ基
板９と、対向基板８と、偏光板６，１０と、透明導電膜７と、積層膜１３とを含む。
【００３６】
　アレイ基板９および対向基板８の各々は、透光性を有する。アレイ基板９および対向基
板８の各々は、例えば、ガラス基板である。対向基板８は、視認側の基板である。対向基
板８は、アレイ基板９と対向する。対向基板８は、外側表面８ａおよび内側表面８ｂを有
する。外側表面８ａは、視認側の面である。対向基板８の内側表面８ｂとアレイ基板９と
により液晶層（図示せず）が挟持されている。
【００３７】
　偏光板１０は、アレイ基板９の外側表面に貼り付けられている。アレイ基板９の外側表
面とは、当該アレイ基板９のうち、液晶層に接する面と反対側の面である。偏光板６は、
透明導電膜７の外側表面に貼り付けられている。透明導電膜７の外側表面とは、透明導電
膜７のうち、対向基板８側の面と反対側の面である。
【００３８】
　アレイ基板９の内側表面には、ＴＦＴを含む複数の画素の回路部が形成されている。ア
レイ基板９の内側表面とは、当該アレイ基板９のうち、液晶層（図示せず）に接する面で
ある。一方、対向基板８の内側表面８ｂには、カラーフィルタ、および、遮光膜（ブラッ
クマトリクス：ＢＭ）などが形成されている。
【００３９】
　また、対向基板８の外側表面８ａ上には、積層膜１３が設けられている。積層膜１３の
構成については、後述する。
【００４０】
　積層膜１３上には、透明導電膜７が設けられている。すなわち、積層膜１３は、透明導
電膜７、および、対向基板８の外側表面８ａに挟まれている。透明導電膜７は、透光性を
有する。また、透明導電膜７は、外部電界の侵入を抑制する機能を有する。
【００４１】
　また、液晶パネル５は、表示面５ｓを有する。表示面５ｓは、視認側の面である。表示
面５ｓは、偏光板６の上面である。なお、透明導電膜７は、液晶パネル５の表示面５ｓ側
に存在する。
【００４２】
　以下においては、液晶パネル５において、映像が表示される領域を、「表示領域５ａ」
ともいう。なお、表示領域５ａは、「表示エリア」とも呼ばれる。表示領域５ａは、液晶
パネル５の表示面５ｓ側に存在する。具体的には、表示領域５ａは、対向基板８の外側表
面８ａに存在する。
【００４３】
　平面視（ＸＹ面）において、透明導電膜７は、対向基板８の外側表面８ａ全体を覆う。
すなわち、平面視において、透明導電膜７は、対向基板８の外側表面８ａに存在する表示
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領域５ａを覆う。なお、平面視において、透明導電膜７は、対向基板８の表示領域５ａを
少なくとも覆っていれば、当該透明導電膜７が、外側表面８ａ全体を覆わなくてもよい。
【００４４】
　また、透明導電膜７は、導電性部材により、接地電位に接続されている。すなわち、は
、透明導電膜７は、接地されている。当該導電性部材は、例えば、導電性ペースト、導電
性テープ等である。以下においては、平面視において、液晶パネル５のうち、表示領域５
ａ以外の領域を、「額縁領域」または「非表示領域」ともいう。導電性部材は、額縁領域
に設けられている。
【００４５】
　平面視において、透明保護部材２１は、液晶パネル５の表示面５ｓを覆う。透明保護部
材２１の形状は、板状である。透明保護部材２１は、透光性を有する。透明保護部材２１
は、外側表面２１ａおよび内側表面２１ｂを有する。外側表面２１ａは、視認側の面であ
る。外側表面２１ａは、液晶表示装置１００の表示面（前面）である。
【００４６】
　なお、透明保護部材２１の外側表面２１ａに対し、ＡＲ処理（反射防止処理）が施され
ても良い。内側表面２１ｂは、透明保護部材２１のうち表示面５ｓを覆う面である。透明
保護部材２１の内側表面２１ｂの周縁部には、遮光膜３が設けられている。
【００４７】
　遮光膜３は、バックライトユニット１２からの出射光が、液晶パネル５の表示領域５ａ
の外側から視認されないようにするための膜である。また、遮光膜３は、対向基板８の周
縁部から漏れた光が、液晶表示装置１００の表示面（外側表面２１ａ）側から視認されな
いようにするための膜でもある。
【００４８】
　図３は、実施の形態１に係る遮光膜３の構成を簡略化して示す平面図である。なお、図
３には、平面視において、後述の開口３ａ内に存在する表示領域５ａも示されている。遮
光膜３は、光を通さない性質を有する。すなわち、遮光膜３は、透光性を有さない。遮光
膜３の色は、黒色である。遮光膜３は、例えば、黒色のインクからなる。遮光膜３は、開
口３ａを有する。平面視における遮光膜３の形状は、閉ループ状（額縁状）である。
【００４９】
　図２および図３を参照して、平面視における開口３ａの大きさは、平面視における偏光
板６の大きさより、やや小さい。なお、平面視における開口３ａの大きさは、平面視にお
ける偏光板６の大きさと同じであってもよい。
【００５０】
　また、開口３ａは、外光が当該開口３ａを介して表示領域５ａまで到達可能なように、
構成されている。すなわち、開口３ａは、液晶表示装置１００の外側表面２１ａ側（視認
側）から表示領域５ａが視認可能なように構成されている。平面視における開口３ａの大
きさは、平面視における表示領域５ａの大きさと、同一または同等である。また、平面視
における開口３ａの輪郭の形状は、矩形である。以下においては、遮光膜３（黒パターン
）の開口３ａの輪郭を、「開口輪郭」ともいう。
【００５１】
　遮光膜３は、例えば、黒色のインクが、透明保護部材２１の内側表面２１ｂに印刷され
ることにより、形成される。以下においては、遮光膜３を、「黒パターン」または「黒枠
印刷」ともいう。また、以下においては、液晶表示装置１００の平面視において、黒パタ
ーン（遮光膜３）が存在する領域を、「黒パターン領域」ともいう。
【００５２】
　黒パターン領域は、平面視における、透明保護部材２１の周縁部の領域である。なお、
平面視において、開口３ａ内には、表示領域５ａが存在する。以下においては、平面視に
おいて、開口３ａ内に存在する表示領域５ａを、「開口内表示領域」ともいう。
【００５３】
　液晶パネル５の対向基板８のうち、表示領域５ａの周辺部には、遮光膜としてのブラッ
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クマトリクスが設けられている。当該ブラックマトリクスは開口を有する。対向基板８の
当該ブラックマトリクスの開口は、表示領域５ａの外形を決めるように、構成されている
。
【００５４】
　前述したように、開口３ａの大きさは、表示領域５ａの大きさと、同一または同等であ
る。なお、本実施の形態では、開口３ａの大きさは、対向基板８のブラックマトリクスの
開口の大きさよりも、若干大きい。そのため、開口３ａの大きさは、表示領域５ａの大き
さより若干大きい。
【００５５】
　この理由を以下に述べる。液晶パネル５と、遮光膜３が設けられる透明保護部材２１と
の位置合わせ精度は比較的低い。そのため、位置合わせのずれにより、表示領域５ａの大
きさ、開口輪郭の位置等が変動しないように、開口３ａの大きさは、上記のように設定さ
れる場合が多い。
【００５６】
　なお、表示領域５ａの周辺部に、ダミー画素領域が設けられる構成が適用される場合が
ある。ダミー画素領域は、常時、黒を表示する領域である。当該構成では、平面視におけ
る開口輪郭の位置は、ダミー画素領域内に設定される。そのため、当該構成においても、
開口３ａの大きさは、表示領域５ａの大きさより若干大きい。開口輪郭は、遮光膜３と、
表示領域５ａの周辺部との境界に相当する。
【００５７】
　なお、開口３ａの大きさは、表示領域５ａの大きさと同一であってもよい。この場合、
開口輪郭は、遮光膜３と表示領域５ａとの境界に相当する。
【００５８】
　対向基板８の外側表面８ａの周縁部は、遮光膜３と対向する。前述したように、平面視
において、透明導電膜７は、対向基板８の外側表面８ａ全体を覆う。そのため、平面視に
おいて、透明導電膜７は、対向基板８の外側表面８ａのうち、遮光膜３と対向する領域（
周縁部）も覆う。
【００５９】
　なお、平面視において、透明保護部材２１に設けられている遮光膜３の開口３ａの輪郭
（開口輪郭）は、透明導電膜７と重なる。すなわち、平面視において、透明導電膜７は、
遮光膜３の開口３ａの輪郭（開口輪郭）と重なる。
【００６０】
　また、透明保護部材２１は、透明粘着材２を介して、液晶パネル５の表示面５ｓ（偏光
板６）に貼り付けられている。透明粘着材２は、詳細は後述するが、透明な粘着部材であ
る。
【００６１】
　また、透明保護部材２１の内側表面２１ｂの周縁部（遮光膜３）は、閉ループ状（額縁
状）の粘着材４によって、筺体１１にも貼り付けられている。これにより、透明保護部材
２１は、筺体１１にも固定されている。
【００６２】
　なお、透明粘着材２の大きさは、透明保護部材２１の大きさと同程度の大きさであって
もよい。この場合、透明粘着材２のみによって、透明保護部材２１を、液晶パネル５の表
示面５ｓおよび筺体１１に固定することが可能である。この場合、粘着材４は省略しても
よい。
【００６３】
　なお、透明保護部材２１と液晶パネル５との間に空気層が形成されることを抑制する必
要がある。そのため、透明粘着材２を構成する材料として、例えば、注入樹脂、光透過性
粘着シート等の樹脂層が選択される。
【００６４】
　透明粘着材２は、例えば、粘着シートである。なお、透明粘着材２は、例えば、ガラス
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基板、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）樹脂からなる透明樹脂基板等であってもよ
い。透明粘着材２は、透光性を有する。
【００６５】
　透明粘着材２の光の屈折率は、透明保護部材２１の光の屈折率と、同じまたは同等であ
る。なお、透明粘着材２および透明保護部材２１の両者の屈折率の差が、大きい方の屈折
率の３０％以内となるように、透明粘着材２、および、透明保護部材２１は構成されても
よい。また、透明粘着材２の光の屈折率は、偏光板６の光の屈折率と、同じまたは同等で
ある。
【００６６】
　なお、透明粘着材２と偏光板６との間にインデックスマッチング層を設けてもよい。イ
ンデックスマッチング層は、低屈折率層と高屈折率層とからなる積層膜である。すなわち
、透明粘着材２は、インデックスマッチング層を介して、偏光板６に貼り付けられても良
い。
【００６７】
　なお、液晶表示装置１００は、透明保護部材２１と液晶パネル５との間に、タッチパネ
ルを配置した構成を有してもよい。
【００６８】
　（特徴的な構成）
　次に、本実施の形態の特徴的な構成（以下、「特徴構成Ｘ」ともいう）について説明す
る。本実施の形態では、透明導電膜７の膜厚は、比較的薄い膜厚である。具体的には、透
明導電膜７の膜厚は１０ｎｍから３０ｎｍの範囲内である。透明導電膜７は、スパッタリ
ング法により形成されたスパッタ膜（具体的にはＩＴＯ膜）である。ここでは、一例とし
て、平均膜厚２５ｎｍおよびバラツキ範囲±１０％の条件により、透明導電膜７は形成さ
れる。
【００６９】
　また、透明導電膜７として、例えば、アモルファス状態のＩＴＯ膜(アモルファスＩＴ
Ｏ膜とも呼ぶ)が選択される場合、当該透明導電膜７のシート抵抗は１００Ω／□から３
００Ω／□の範囲内である。なお、スパッタリングが行われる際の成膜温度（基板温度）
が調整されることにより、得られた透明導電膜７のシート抵抗が上記の値の範囲内となる
ように、膜質、抵抗率等が調整される。
【００７０】
　また、耐ＥＳＤの効果を重視し、更に、シート抵抗が低い透明導電膜７が必要な場合、
透明導電膜７として、結晶性のＩＴＯ膜（結晶性ＩＴＯ膜とも呼ぶ）が選択されてもよい
。結晶性ＩＴＯ膜は、例えば、成膜温度を比較的高く設定することにより得られる。また
、結晶性ＩＴＯ膜は、例えば、アモルファスＩＴＯ膜に対して追加アニールを行なうこと
により得られる。
【００７１】
　透明導電膜７として、結晶性ＩＴＯ膜が選択される場合、当該透明導電膜７のシート抵
抗は５０Ω／□から１００Ω／□の範囲内である。但し、透明導電膜７として、結晶性Ｉ
ＴＯ膜が選択される場合、液晶材料の温度耐性により、液晶層の形成の前に透明導電膜７
を形成する必要があるといった、プロセス上の制約が発生する。
【００７２】
　更に、本実施の形態では、積層膜１３が透明導電膜７および対向基板８に接するように
、透明導電膜７と対向基板８との間に積層膜１３が設けられている。すなわち、積層膜１
３は、透明導電膜７の下層である。積層膜１３は、液晶パネル５における反射を十分に抑
制するための反射防止層である。積層膜１３は、透光性を有する。
【００７３】
　図４は、透明導電膜７の下層としての積層膜１３の構成を主に示す断面図である。前述
の特有の効果を得るために、積層膜１３は、低屈折率層および高屈折率層が交互に設けら
れて、構成される。すなわち、積層膜１３は、多層化されている。積層膜１３は、一例と
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して、４つの層からなる。
【００７４】
　図４を参照して、積層膜１３は、低屈折率層１３ａと、高屈折率層１３ｂと、低屈折率
層１３ｃと、高屈折率層１３ｄとを含む。低屈折率層１３ａ、高屈折率層１３ｂ、低屈折
率層１３ｃおよび高屈折率層１３ｄの各々は、透光性を有する。
【００７５】
　透明導電膜７から対向基板８に向かう方向において、低屈折率層１３ａ、高屈折率層１
３ｂ、低屈折率層１３ｃおよび高屈折率層１３ｄの順で存在するように、当該低屈折率層
１３ａ、当該高屈折率層１３ｂ、当該低屈折率層１３ｃおよび当該高屈折率層１３ｄは設
けられる。
【００７６】
　すなわち、透明導電膜７は、低屈折率層１３ａ上に設けられている。低屈折率層１３ａ
は、高屈折率層１３ｂ上に設けられている。高屈折率層１３ｂは、低屈折率層１３ｃ上に
設けられている。低屈折率層１３ｃは、高屈折率層１３ｄ上に設けられている。
【００７７】
　以下においては、低屈折率層を構成する材料を、「材料Ｍａ」ともいう。材料Ｍａは、
透明な材料である。また、以下においては、光の屈折率を、「光屈折率」または「屈折率
」ともいう。当該光は、概ね可視光範囲の光である。
【００７８】
　材料Ｍａの光屈折率は、１．４から１．６の範囲内である。本実施の形態の材料Ｍａの
屈折率は、ガラス基板の屈折率と同一または同等である。材料Ｍａは、例えば、二酸化ケ
イ素（ＳｉＯ２）である。以下においては、二酸化ケイ素からなる膜を、「二酸化ケイ素
膜」または「ＳｉＯ２膜」ともいう。
【００７９】
　また、二酸化ケイ素膜は、屈折率の波長依存性が少ない膜である。そのため、広い波長
域にわたり、平均的に、フラットに反射率を低下させることができる。
【００８０】
　以下においては、高屈折率層を構成する材料を、「材料Ｍｂ」ともいう。材料Ｍｂは、
透明な材料である。材料Ｍｂの光屈折率は、１．９から２．１の範囲内である。材料Ｍｂ
の屈折率は、透明導電膜７の屈折率と同一または同等である。また、材料Ｍｂは、導電性
を有する。そのため、材料Ｍｂは、ＩＴＯ、ＩＺＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄ
ｅ）等である。材料Ｍｂからなる高屈折率層は、ＩＴＯ膜、ＩＺＯ膜等の透明導電膜であ
る。
【００８１】
　低屈折率層１３ａおよび低屈折率層１３ｃの各々は、材料Ｍａ（二酸化ケイ素）からな
る。すなわち、低屈折率層１３ａおよび低屈折率層１３ｃの各々は、二酸化ケイ素膜（Ｓ
ｉＯ２膜）である。そのため、低屈折率層１３ａおよび低屈折率層１３ｃの各々の屈折率
は、１．４から１．６の範囲内である。
【００８２】
　高屈折率層１３ｂおよび高屈折率層１３ｄの各々は、材料Ｍｂ（ＩＴＯ、ＩＺＯ）から
なる。すなわち、高屈折率層１３ｂおよび高屈折率層１３ｄの各々は、ＩＴＯ膜、ＩＺＯ
膜等の透明導電膜である。そのため、高屈折率層１３ｂおよび高屈折率層１３ｄの各々の
屈折率は、１．９から２．１の範囲内である。
【００８３】
　前述の特有の効果を得るための、低屈折率層および高屈折率層の好適な膜厚の範囲は、
以下のとおりである。低屈折率層１３ａの膜厚は３０ｎｍから６５ｎｍの範囲内である。
ここでは、一例として、平均膜厚４０ｎｍおよびバラツキ範囲±１０％の条件により、低
屈折率層１３ａとして、ＳｉＯ２膜（二酸化ケイ素膜）が形成される。
【００８４】
　また、高屈折率層１３ｂの膜厚は２５ｎｍから８０ｎｍの範囲内である。ここでは、一
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例として、平均膜厚４０ｎｍおよびバラツキ範囲±１０％の条件により、高屈折率層１３
ｂとして、ＩＴＯ膜が形成される。
【００８５】
　また、低屈折率層１３ｃの膜厚は１５ｎｍから６０ｎｍの範囲内である。ここでは、一
例として、平均膜厚４０ｎｍおよびバラツキ範囲±１０％の条件により、低屈折率層１３
ｃとして、ＳｉＯ２膜が形成される。
【００８６】
　また、高屈折率層１３ｄの膜厚は１０ｎｍから３０ｎｍの範囲内である。ここでは、一
例として、平均膜厚２０ｎｍおよびバラツキ範囲±１０％の条件により、高屈折率層１３
ｄとして、ＩＴＯ膜が形成される。
【００８７】
　なお、波長が５５０ｎｍである光に対する、上記のＳｉＯ２膜の屈折率は、１．４８で
ある。波長が５５０ｎｍである光に対する、上記のＩＴＯ膜の屈折率は、１．９２である
。
【００８８】
　また、前述の特有の効果が得られるように、透明導電膜７の膜厚、積層膜１３を構成す
る各層の膜厚は、上記において規定された膜厚の範囲内における好適な膜厚が設定される
。例えば、表示光のカラーバランスを最適化するように、透明導電膜７の膜厚、積層膜１
３を構成する各層の膜厚は、前述の平均膜厚が適用される。
【００８９】
　以下においては、前述の特徴構成Ｘのうちの主な構成を、「特徴構成Ｘａ」ともいう。
特徴構成Ｘａでは、積層膜１３が透明導電膜７および対向基板８に接するように、透明導
電膜７と対向基板８との間に積層膜１３が設けられている。
【００９０】
　また、特徴構成Ｘａでは、積層膜１３は、低屈折率層１３ａと、高屈折率層１３ｂと、
低屈折率層１３ｃと、高屈折率層１３ｄとを含む。透明導電膜７から対向基板８に向かう
方向において、低屈折率層１３ａ、高屈折率層１３ｂ、低屈折率層１３ｃおよび高屈折率
層１３ｄの順で存在するように、当該低屈折率層１３ａ、当該高屈折率層１３ｂ、当該低
屈折率層１３ｃおよび当該高屈折率層１３ｄは設けられる。
【００９１】
　また、特徴構成Ｘａでは、低屈折率層１３ａおよび低屈折率層１３ｃの各々は、材料Ｍ
ａ（二酸化ケイ素）からなる。材料Ｍａの光屈折率は、１．４から１．６の範囲内である
。高屈折率層１３ｂおよび高屈折率層１３ｄの各々は、材料Ｍｂ（ＩＴＯ、ＩＺＯ）から
なる。材料Ｍｂの光屈折率は、１．９から２．１の範囲内である。
【００９２】
　なお、積層膜１３の下に、低屈折率層および高屈折率層を更に追加しても良い。この場
合、当該低屈折率層および高屈折率層は、それぞれ、低屈折率層１３ｃおよび高屈折率層
１３ｄと、同じ材料および同等の膜厚が適用されることが望ましい。
【００９３】
　但し、更なる多層化を行った場合、干渉作用による反射防止効果を高められるが、デメ
リットも発生する。当該デメリットは、例えば、形成コストの上昇である。また、当該デ
メリットは、例えば、積層膜の応力の増加により、剥がれが生じ易くなるというデメリッ
トである。
【００９４】
　そのため、積層膜１３は、上記において例示した４層構成とすることが望ましい。また
、透明導電膜７における、材料、屈折率および膜厚に対応して、低屈折率層１３ａ、高屈
折率層１３ｂ、低屈折率層１３ｃおよび高屈折率層１３ｄについても、適宜、前述した材
料、屈折率および膜厚が適用されることが望ましい。これらの望ましい構成により、充分
に前述の特有の効果が得られる。従って、上記の観点からすれば、積層膜１３は、上記に
おいて例示した４層構成とすることが、各要素を考慮すれば、最もバランスが良い。
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【実施例】
【００９５】
　（作用および効果）
　次に、実施例１に係る液晶表示装置１００の構造において得られる作用および効果につ
いて、対比例１、対比例２および対比例３における実験結果とともに、説明を行う。詳細
は後述するが、対比例１、対比例２および対比例３の各々は、実施の形態１の積層膜１３
の構成を変更した例である。
【００９６】
　以下においては、低屈折率層１３ａを、「下層膜ａ」ともいう。また、以下においては
、高屈折率層１３ｂを、「下層膜ｂ」ともいう。また、以下においては、低屈折率層１３
ｃを、「下層膜ｃ」ともいう。また、以下においては、高屈折率層１３ｄを、「下層膜ｄ
」ともいう。
【００９７】
　積層膜１３の構成は、図５の表Ｔｂ１に示される構成である。表Ｔｂ１では、下層膜の
種類と、下層膜の膜厚が示されている。実施例１に係る液晶表示装置１００は、実施の形
態１の液晶表示装置１００の積層膜１３の構成が、図５の表Ｔｂ１に示される構成である
装置である。対比例１から対比例３に係る液晶表示装置は、実施の形態１の液晶表示装置
１００の積層膜１３の構成を、図５の表Ｔｂ１に示される構成に変更した装置である。
【００９８】
　図５の表Ｔｂ１を参照して、実施例１では、透明導電膜７はＩＴＯ膜である。なお、対
比例１、対比例２および対比例３の各々における透明導電膜７も、ＩＴＯ膜である。また
、実施例１では、下層膜ａ、下層膜ｂ、下層膜ｃおよび下層膜ｄは、それぞれ、ＳｉＯ２

膜、ＩＴＯ膜、ＳｉＯ２膜およびＩＴＯ膜である。
【００９９】
　また、実施例１では、透明導電膜７の膜厚は、２５ｎｍである。対比例１、対比例２お
よび対比例３の各々における透明導電膜７の膜厚も、２５ｎｍである。また、実施例１で
は、下層膜ａ，ｂ，ｃの各々の膜厚は４０ｎｍである。また、実施例１では、下層膜ｄの
膜厚は２０ｎｍである。
【０１００】
　対比例１の構成は、透明導電膜７の下方に、積層膜１３を設けない構成である。すなわ
ち、対比例１の構成は、対向基板８（ガラス基板）上に、透明導電膜７を設けた構成であ
る。対比例１の構成は、前述の関連構成Ａに相当する。
【０１０１】
　また、対比例２の構成は、実施例１の構成と比較して、積層膜１３における下層膜ｃお
よび下層膜ｄを設けない点が異なる。すなわち、対比例２の構成は、透明導電膜７の下方
に、下層膜ａ，ｂからなる２層膜を設けた構成である。また、対比例３の構成は、対比例
２の構成と比較して、下層膜ｂがＮｂ２Ｏ５膜である点が異なる。
【０１０２】
　本願の発明者らは、実施例１の構成の液晶表示装置１００と、対比例１から対比例３の
構成の液晶表示装置の試作品を作成し、実験として、開口輪郭の視認性の評価を行った。
以下においては、開口輪郭の視認性の評価を、「視認性評価」ともいう。具体的には、「
○」、「△」および「×」を使用した３段階の視認性評価を行った。
【０１０３】
　以下においては、液晶表示装置が駆動していない状態を、「非駆動状態」ともいう。ま
た、以下においては、液晶表示装置が、表示領域５ａに黒を表示している状態を、「黒表
示状態」ともいう。また、以下においては、液晶表示装置の上方付近において、白色の蛍
光灯が点灯している状況を、「点灯状況」ともいう。
【０１０４】
　開口輪郭の視認性は、液晶表示装置の状態が、非駆動状態または黒表示状態であるとき
に、特に問題となる。そこで、本願の発明者らは、実施例１および対比例１，２，３の各
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々の構成における以下の観察状況Ａにおいて、視認性評価を、実験として行った。
【０１０５】
　観察状況Ａは、点灯状況において、発明者らが、非駆動状態の液晶表示装置１００の表
示領域５ａの正面付近から、当該液晶表示装置１００の前面の観察を行うという状況であ
る。以下においては、観察状況Ａにおいて、視認性評価が行われる実験を、「実験Ｊ１」
ともいう。
【０１０６】
　観察状況Ａにおいて、開口輪郭が鮮明に認識できる場合、視認性の評価を「×」で表現
した。また、観察状況Ａにおいて、開口輪郭が少し薄く見えるが、当該開口輪郭の存在が
気になる場合、視認性の評価を「△」で表現した。観察状況Ａにおいて、開口輪郭が認識
できない場合、視認性の評価を「○」で表現した。また、観察状況Ａにおいて、開口輪郭
が殆ど気にならない程度で認識できる場合も、視認性の評価を「○」で表現した。
【０１０７】
　上記の評価の結果について、図５の表Ｔｂ１および図６を用いて説明する。表Ｔｂ１の
「視認性」の欄には、「○」、「△」および「×」の評価結果を示している。図６は、観
察状況Ａにおける、実施例１、対比例１、対比例２および対比例３の各々に係る液晶表示
装置の視認性の状態を概念的に示す図である。
【０１０８】
　図６（ａ）は、観察状況Ａにおける、実施例１の構成の液晶表示装置の視認性の状態を
示す。図６（ｂ）は、観察状況Ａにおける、対比例１の構成の液晶表示装置の視認性の状
態を示す。図６（ｃ）は、観察状況Ａにおける、対比例２の構成の液晶表示装置の視認性
の状態を示す。図６（ｄ）は、観察状況Ａにおける、対比例３の構成の液晶表示装置の視
認性の状態を示す。
【０１０９】
　実施例１の構成では、図６（ａ）のように、観察状況Ａにおいて開口輪郭が認識できな
いという状態、または、観察状況Ａにおいて開口輪郭が殆ど気にならない程度で認識でき
るという状態であった。そのため、実施例１の構成は、図５の表Ｔｂ１の視認性の評価結
果に示されるように、「○」の評価であった。
【０１１０】
　なお、対比例１から対比例３の構成では、図６（ｂ）、図６（ｃ）および図６（ｄ）の
ように、観察状況Ａにおいて、開口輪郭が少し薄く見えるが、当該開口輪郭の存在が気に
なるという状態であった。そのため、対比例１から対比例３の構成は、表Ｔｂ１の視認性
の評価結果に示されるように、「△」の評価であった。
【０１１１】
　また、対比例２の構成および対比例３の構成では、対比例１の構成よりも、黒パターン
領域の黒の濃度と、開口内表示領域の黒の濃度との差は小さい。しかしながら、特に対比
例３の構成では、黒パターン領域が黒を示す一方で、開口内表示領域には着色が確認され
る。そのため、開口輪郭の内側の色味と、開口輪郭の外側の色味とが異なり、開口輪郭が
識別可能となる。これにより、表示領域５ａに映像を表示した場合、表示された映像が着
色される。その結果、映像の表示品位自体が低下していた。
【０１１２】
　また、対比例２の構成では、開口輪郭の視認性と、開口内表示領域の色付きの観点とに
おいて、比較的高いレベルの視認性が得られている。しかしながら、対比例２の構成は、
実施例１の構成よりも、開口輪郭の存在が気になる状態であった。そのため、対比例２の
構成と、実施例１の構成との間には、大きな違いがあることが確認された。
【０１１３】
　以上の評価結果より、表Ｔｂ１の実施例１の構成では、観察状況Ａにおいて開口輪郭が
認識できないという状態、または、観察状況Ａにおいて開口輪郭が殆ど気にならない程度
で認識できるという状態であった。実施例１の構成では、さらに、開口内表示領域におけ
る色付きも発生していない。
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【０１１４】
　したがって、開口輪郭の視認性に関して、飛躍的な改善効果が得られることが確認され
た。すなわち、実施例１の構成では、前述の特有の効果が十分に得られる。なお、実施例
１の構成では、外部電界の侵入を抑制する機能を有する透明導電膜７が使用される。
【０１１５】
　以上により、表Ｔｂ１の実施例１の構成に相当する前述の特徴構成Ｘａを有する、実施
の形態１の液晶表示装置１００では、表示面５ｓ側に入射する外光の反射の抑制と、対向
基板８側からの外部電界の侵入の抑制との両方を実現できる。また、実施例１の構成では
、さらに、表示面５ｓ側に入射する外光の反射を抑制することにより、開口輪郭を充分に
視認されにくくすることができるという特有の効果が得られる。
【０１１６】
　すなわち、発明者らは、実施例１の構成に相当する特徴構成Ｘａを有する、実施の形態
１の液晶表示装置１００が、遮光膜３の開口輪郭を充分に視認されにくくすることができ
ることを、実験により確認した。遮光膜３の開口輪郭を充分に視認されにくくすることは
、特徴構成Ｘａを有する液晶表示装置１００が液晶パネル５の表示面５ｓ側に入射する外
光の反射を大幅に抑えることにより、実現される。つまり、発明者らは、特徴構成Ｘａを
有する液晶表示装置１００が、開口輪郭をほとんど目立たなくすることができることを、
実験により確認した。
【０１１７】
　また、発明者らは、実施例１の構成に相当する特徴構成Ｘａを有する、実施の形態１の
液晶表示装置１００が、対比例１の構成に相当する関連構成Ａよりも、開口輪郭を目立た
なくすることができることを、実験により確認した。
【０１１８】
　なお、観察状況Ａの代わりに、以下の観察状況Ａａにおいて、視認性評価が行われても
よい。観察状況Ａａは、点灯状況において、発明者らが、黒表示状態の液晶表示装置１０
０の表示領域５ａの正面付近から、当該液晶表示装置１００の前面の観察を行うという状
況である。以下においては、観察状況Ａａにおいて視認性評価が行われる実験を、「実験
Ｊ１ａ」ともいう。
【０１１９】
　実験Ｊ１ａにおいても、前述の実験Ｊ１と同様な結果が得られる。すなわち、実験Ｊ１
ａにおいて、発明者らは、特徴構成Ｘａを有する、実施の形態１の液晶表示装置１００が
、遮光膜３の開口輪郭をほとんど目立たなくすることができることを、確認できる。
【０１２０】
　また、実施例１の構成では、透明導電膜７の膜厚と、積層膜１３を構成する各層の膜厚
とが、好適に設定されている。これにより、表示領域５ａから射出される表示光、または
、表示領域５ａが表示する映像を観察した場合における色付きを低減することができる。
【０１２１】
　また、積層膜１３における、高屈折率層１３ｂおよび高屈折率層１３ｄの各々は、透明
導電膜７と同様に、ＩＴＯ膜である。また、低屈折率層１３ａおよび低屈折率層１３ｃの
各々は、ガラス基板と同様に、ＳｉＯ２膜である。
【０１２２】
　従って、透明導電膜７、および、積層膜１３を構成する各層は、２種類の材料の膜を交
互に成膜することにより、形成することができる。さらに、成膜される膜の総数は５であ
り、当該膜の総数は、必要充分な数に設定されている。
【０１２３】
　以上により、比較的低コストで、実施の形態１の液晶表示装置１００を製造することが
可能である。つまり、比較的低コストで、開口輪郭を充分に視認されにくくすることがで
きるという顕著な効果が得られる。
【０１２４】
　また、外部電界の侵入を抑制する機能を有する透明導電膜７は、接地電位に接続されて



(16) JP 2020-134752 A 2020.8.31

10

20

30

40

50

いる。また、透明導電膜７のシート抵抗が１００Ω／□から３００Ω／□の範囲内となる
ように、透明導電膜７の膜質および膜厚が調整される。これにより、耐ＥＳＤの効果が充
分に発揮される。従って、開口輪郭を充分に視認されにくくする効果と耐ＥＳＤの効果と
を、高いレベルで両立して、得ることができる。
【０１２５】
　また、透明導電膜７として、結晶性ＩＴＯ膜が選択される場合、当該透明導電膜７のシ
ート抵抗が５０Ω／□から１００Ω／□の範囲内となるように、当該透明導電膜７の膜質
および膜厚が調整される。これにより、耐ＥＳＤの効果を更に向上することができる。
【０１２６】
　（検討例１）
　次に、液晶パネル５の透過特性および反射特性の波長依存性に対する各膜の膜厚の適正
範囲を確認するための検証を行った。液晶パネル５の透過特性および反射特性は、主に、
透明導電膜７および積層膜１３における、透過特性および反射特性である。なお、液晶パ
ネル５の透過特性および反射特性は、遮光膜３（黒パターン）の開口輪郭の視認性、液晶
パネル５の表示映像の色付き等と相関がある。
【０１２７】
　本検討例では、実施例１の構成の一部を変更した複数の例を、近似例ａ１および近似例
ａ２から近似例ｅ１および近似例ｅ２とした。
【０１２８】
　本検討例では、実施例１における、透明導電膜７の膜厚、および、積層膜１３における
複数の下層膜の膜厚の一部を変更した場合における、透過率および反射率を算出した。な
お、各層の膜厚の変更は、実施例１で示した各層の膜厚を中心値として、行われる。
【０１２９】
　具体的には、実施例１における透明導電膜７および積層膜１３の構成を、図７の表Ｔｂ
２に示される構成に変更した場合における、液晶表示装置１００が備える液晶パネル５の
透過率および反射率をシミュレーションにより算出した。
【０１３０】
　本検討例における液晶パネル５の透過率は、外光が当該液晶パネル５の表示面５ｓに照
射された状況における、当該液晶パネル５に対する、当該外光の透過率である。また、本
検討例における液晶パネル５の反射率は、外光が当該液晶パネル５の表示面５ｓに照射さ
れた状況における、当該液晶パネル５に対する、当該外光の反射率である。
【０１３１】
　図７の表Ｔｂ２を参照して、表Ｔｂ２における近似例ａ１および近似例ａ２から近似例
ｅ１および近似例ｅ２の各々は、実施の形態１で規定された、各層の膜厚の範囲から、僅
かに外れた例である。
【０１３２】
　近似例ａ１および近似例ａ２は、実施例１と比較して、透明導電膜７の膜厚が異なる。
具体的には、近似例ａ１は、透明導電膜７の膜厚を、実施の形態１で規定された範囲の下
限値より僅かに小さい膜厚に設定した例である。また、近似例ａ２は、透明導電膜７の膜
厚を、実施の形態１で規定された範囲の上限値より僅かに大きい膜厚に設定した例である
。
【０１３３】
　また、近似例ｂ１および近似例ｂ２の各々は、実施例１と比較して、下層膜ａの膜厚が
異なる。具体的には、近似例ｂ１は、下層膜ａの膜厚を、実施の形態１で規定された範囲
の下限値より僅かに小さい膜厚に設定した例である。また、近似例ｂ２は、下層膜ａの膜
厚を、実施の形態１で規定された範囲の上限値より僅かに大きい膜厚に設定した例である
。
【０１３４】
　また、近似例ｃ１および近似例ｃ２の各々は、実施例１と比較して、下層膜ｂの膜厚が
異なる。具体的には、近似例ｃ１は、下層膜ｂの膜厚を、実施の形態１で規定された範囲
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の下限値より僅かに小さい膜厚に設定した例である。また、近似例ｃ２は、下層膜ｂの膜
厚を、実施の形態１で規定された範囲の上限値より僅かに大きい膜厚に設定した例である
。
【０１３５】
　また、近似例ｄ１および近似例ｄ２の各々は、実施例１と比較して、下層膜ｃの膜厚が
異なる。具体的には、近似例ｄ１は、下層膜ｃの膜厚を、実施の形態１で規定された範囲
の下限値より僅かに小さい膜厚に設定した例である。また、近似例ｄ２は、下層膜ｃの膜
厚を、実施の形態１で規定された範囲の上限値より僅かに大きい膜厚に設定した例である
。
【０１３６】
　また、近似例ｅ１および近似例ｅ２の各々は、実施例１と比較して、下層膜ｄの膜厚が
異なる。具体的には、近似例ｅ１は、下層膜ｄの膜厚を、実施の形態１で規定された範囲
の下限値より僅かに小さい膜厚に設定した例である。また、近似例ｅ２は、下層膜ｄの膜
厚を、実施の形態１で規定された範囲の上限値より僅かに大きい膜厚に設定した例である
。
【０１３７】
　図８から図１３の各々は、液晶表示装置における液晶パネル５の透過率および反射率の
波長依存性を示すグラフである。図８は、実施例１に対応するグラフである。図９（ａ）
は、近似例ａ１に対応するグラフである。図９（ｂ）は、近似例ａ２に対応するグラフで
ある。図１０（ａ）は、近似例ｂ１に対応するグラフである。図１０（ｂ）は、近似例ｂ
２に対応するグラフである。
【０１３８】
　図１１（ａ）は、近似例ｃ１に対応するグラフである。図１１（ｂ）は、近似例ｃ２に
対応するグラフである。図１２（ａ）は、近似例ｄ１に対応するグラフである。図１２（
ｂ）は、近似例ｄ２に対応するグラフである。図１３（ａ）は、近似例ｅ１に対応するグ
ラフである。図１３（ｂ）は、近似例ｅ２に対応するグラフである。
【０１３９】
　以下においては、透過率の波長依存性を、「波長依存性Ｔ」ともいう。また、反射率の
波長依存性を、「波長依存性Ｒ」ともいう。
【０１４０】
　図８から図１３の各々におけるグラフにおいて、透過率の波長依存性Ｔは、破線で示さ
れている。また、当該各グラフにおいて、反射率の波長依存性Ｒは、実線で示されている
。また、図８から図１３の各々では、概ね可視光領域のデータが示されている。可視光領
域とは、光の波長が４００ｎｍから７８０ｎｍの範囲である。
【０１４１】
　実施例１では、図８に示されるように、波長帯域によらず、透過率がほぼ１００％であ
る。また、実施例１では、波長帯域によらず、反射率がほぼ０％である。これにより、透
過時のロス、および、不要な反射が殆ど無いことが判る。また、実施例１では、透過時の
ロスおよび不要な反射の両方に関して、波長帯域によらず絶対値が低い。そのため、波長
依存性による影響も殆ど無い。したがって、透過光および反射光ともに色付きが殆ど生じ
ない。すなわち、実施例１では、最大の効果が得られた。
【０１４２】
　一方、図９から図１３における各近似例では、各波長帯域において、概ね透過率が９５
％以上、反射率が５％以下である。透過時のロス、および、不要な反射が押さえられてい
る。しかしながら、主に波長が４５０ｎｍ以下である、青色の帯域において、各特性の劣
化が見られる。特にひどい劣化として、透過率が９５％を下回る状態、反射率が５％を超
える状態が発生している。
【０１４３】
　特に、特定の波長帯域において、透過時のロスおよび不要な反射が大きい場合には、透
過光または反射光が色付くことにつながる。その結果、表示光が色付くことになる。
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【０１４４】
　なお、今回例示した各近似例については、一層の膜厚のみ変更したため、極端に悪化を
招いた場合もある。そこで、一層の膜厚が変更されたことにより生じる各特性の変化を緩
和するために、他の層の膜厚を、実施の形態１で規定された好適な範囲内において、適宜
変更してもよい。これにより、各特性の変化を緩和することができる。
【０１４５】
　なお、上記のシミュレーション結果は、透明導電膜７および、積層膜１３を構成する下
層膜において、ＩＴＯ膜とＳｉＯ２膜を用いた場合に特化した結果ではない。具体的には
、上記のシミュレーション結果は、ＩＴＯ膜の屈折率とＳｉＯ２膜の屈折率に基づいた算
出された結果である。
【０１４６】
　そのため、ＩＴＯ膜およびＳｉＯ２膜と同等の屈折率を有する材料を使用すれば、概ね
同様の傾向が得られることになる。つまり、ＩＴＯ膜およびＳｉＯ２膜と同等の屈折率を
有する材料であれば、色付きの観点において、望ましい、各層の膜厚の範囲は概ね共通す
る。
【０１４７】
　以上の結果より、実施の形態１で規定した膜厚の構成が有用であることが確認された。
当該膜厚の構成では、透明導電膜７の膜厚は１０ｎｍから３０ｎｍの範囲内である。低屈
折率層１３ａの膜厚は３０ｎｍから６５ｎｍの範囲内である。高屈折率層１３ｂの膜厚は
２５ｎｍから８０ｎｍの範囲内である。低屈折率層１３ｃの膜厚は１５ｎｍから６０ｎｍ
の範囲内である。高屈折率層１３ｄの膜厚は１０ｎｍから３０ｎｍの範囲内である。
【０１４８】
　当該膜厚の構成により、開口輪郭を充分に視認されにくくすることができるという特有
の効果が得られる。また、表示領域５ａから射出される表示光、または、表示領域５ａが
表示する映像を観察した場合における色付きを低減することができるという効果が得られ
る。また、これらの効果を、比較的高いレベルで得ることができる。
【０１４９】
　なお、前述の関連構成Ａでは、開口輪郭を充分に視認されにくくすることができること
を実現できていない。一般に、車載用のインストルメントパネル部に配置される表示部に
用いられる液晶表示装置では意匠性が重要視される傾向がある。当該表示部は、ＣＩＤ（
Ｃｅｎｔｅｒ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ）と呼ばれる。当該液晶表示装
置では、開口輪郭が殆ど視認できないことが要求される。
【０１５０】
　また、関連構成Ｂは、主に、対向基板の表面に発生した傷を視認しにくくすることに特
化した構成である。また、関連構成Ｂは、裏面ＩＴＯを設けた液晶表示装置の表示品質を
向上するために、最適化された構成である。そのため、関連構成Ｂは、開口輪郭を充分に
視認されにくくすることを実現できない。
【０１５１】
　以下においては、裏面ＩＴＯが設けられた横電界駆動方式の液晶パネルと、黒パターン
（遮光膜）が設けられた保護板とを備えた液晶表示装置を、「液晶表示装置Ｎ」ともいう
。上記の関連構成Ａ，Ｂについての記載から、これまで、液晶表示装置Ｎにおいて、開口
輪郭を充分に視認されにくくすることができる有効な構成は提案されていない。
【０１５２】
　そこで、実施の形態１の液晶表示装置１００は、上記の効果を奏するための構成を有す
る。そのため、実施の形態１の液晶表示装置１００により、上記の課題を解決することが
できる。
【０１５３】
　なお、本発明は、その発明の範囲内において、実施の形態を適宜、変形、省略すること
が可能である。
【符号の説明】
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【０１５４】
　３　遮光膜、３ａ　開口、５　液晶パネル、５ａ　表示領域、７　透明導電膜、８　対
向基板、１３　積層膜、１３ａ，１３ｃ　低屈折率層、１３ｂ，１３ｄ　高屈折率層、２
１　透明保護部材、１００　液晶表示装置。

【図１】 【図２】



(20) JP 2020-134752 A 2020.8.31

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】



(23) JP 2020-134752 A 2020.8.31

10

フロントページの続き

(72)発明者  宮山　隆
            東京都千代田区丸の内二丁目７番３号　三菱電機株式会社内
(72)発明者  三好　智勇
            宮城県栗原市金成金生５１番地　ジオマテック株式会社内
Ｆターム(参考) 2H189 AA17  AA55  AA64  HA03  HA10  JA14  LA02  LA03  LA07  LA10 
　　　　 　　        LA14  LA15 
　　　　 　　  2H291 FA02Y FA14X FA14Y FA21X FA21Z FA40X FC13  FD22  FD26  FD27 
　　　　 　　        FD35  GA02  GA04  GA19  HA15  LA02  LA07  LA08  LA21  LA22 
　　　　 　　        LA27 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

